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働き方改革の課題､住居手当等の諸手当改善を

県人事委員会勧告へ向け要求書提出

【交渉での主なやりとり】
厳しい財政事情でも希望のもてる予算編成を
【組合】今後の財政収支見通しでは、更に収支不足が拡大

しているとのことであるが、職員への負担の転嫁という

負の歴史を繰り返すことなく、職員の思いに応えること。

【課長】「行政経営方針2019」では、財政状況が厳しい中

にあっても、先行きに対して未来への灯をともすととも

に、職員が前向きに取り組む起点となるものを目指して

いる。収支改善の取組を、歳入・歳出両面から着実に進

めることで、財源不足の縮減を図るとともに財政の持続

可能性を高め、未来への展望が開ける行財政運営にしっ

地公共闘会議（自治労県

職と滋賀県教組）は９月２

日、県人事委員会に対して、

県勧告に関する要求書を提

出しました。これに先立つ

8月7日、人事院は月例給を3

87円・0.09％、一時金を0.0

5月引き上げる勧告を行いま

した。月例給と一時金ともに６年連続で引上げ勧告となったこと

は一定の改善を図るものと受け止められますが、引き上げ幅が低

水準であること、月例給の配分が若年層にとどまったことなど生

活改善には十分とは言えない内容となっています。県勧告では、

県関係職員の生活改善につながるよう、強く求めます。下記の

とおり人事委員会交渉を実施しますので、各職場からの積極的

な参加をお願いします。

主な要求項目
○すべての県関係職員の生活改善を図るため、月例給与や一時金の

支給月数を大幅に引き上げること。また公民較差の配分は、全年

齢層に広げること。

○県関係職員の実態賃金が民間支給水準より低下をしないよう、

「給料表の水準調整」の実施を図ること。

○すべての職員が定年まで昇給が可能となるよう、給料表の「号給

延長」を行うこと。

○扶養手当について、配偶者分の減額を回復し、子等については早

期に上限額に引き上げること。

○住居手当について、基礎控除額を維持するとともに、最高支給額

の引上げを図ること。

○人事評価制度について、職場に無用な競争主義や差別的な取り扱

いが生じないよう、人事委員会として運用状況を検証して必要な

要請を行うこと。

○恒常的な超過勤務を縮減させ、サービス残業を根絶させるため、

県関係職員の職場実態を把握・分析して実効ある対応を図るこ

と。時間外勤務命令の上限規制が導入されたが、上限遵守のため

の取組において具体的な対応が準備されていないなど課題が見受

けられるため、実態を把握して必要な措置を講じること。

○臨時・非常勤職員について、地方公務員法等の改正を受け「会計

年度任用職員制度」が２０２０年４月に導入される。処遇改善が

図られるよう、県人事委員会として対応を図ること。

人事委員会交渉の日程
第１回事務局長交渉

9月12日（木） 13:30 ～ 大津合庁舎7-D
第２回事務局長交渉

9月26日（水） 15:00 ～ 大津合庁舎7-D
第３回事務局長交渉
10月 7日（月） 13:30 ～ 大津合庁舎7-D

人事委員長交渉
10月10日（木） 14:30 ～ 大津合庁舎7-D

厳しい財政事情にあっても 職場課題を改善する対応を

8/29 予算 ･職場要求人事課長交渉

人員体制、施設・設備の更新、会計年度任用職員制度の予算、

自治労県職は、提出した

「２０２０年度予算・職場

要求書」を基に、８月２９

日に人事課長交渉を実施し

ました。この交渉は、予算

編成作業が前倒しとなった

ことから、要求事項を来年

度予算に反映させるべく、この時期での実施となりました。

交渉には、職場の代表者が参加し、それぞれの職場での課題を

率直に訴えて働きやすい職場づくりへ積極的な対応を求めました。

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ環境の改善、公用車･冬用タイヤ更新、健康管理など

県の職務実態踏まえ 中堅･ベテラン含めた賃金改善



かり取り組みたい。

ストレス高い職場実態の改善へ人員体制や働き方を
【組合員】公共事業関係の職場では、国土強靱化予算等から事

業は増え、早期の発注も求められるが、一方では発注ミスは

厳しく問われるなど萎縮するような厳しい実態がある。若手

職員がやりがいや自己実現が得られるよう、人的体制や働き

方を含めて考えていく必要がある。

【課長】指摘のあったことは大変重要なことと認識している。

職員定数については、この３年連続で増員を図ってきている

が、今後とも業務を質・量両面から十分勘案し必要な人員体

制を整えたい。来年度の体制は今後、部局から話を伺いたい。

時間外勤務の上限規制、土日勤務の振替等の課題
【組合員】

・福祉職場で３６５日体制で運営している。今年度から上限

規制が導入され、一定の時間数を超えたら事前の調整という

ことになっているが、何か力量不足のような問われ方で職場

の実態と乖離するような受け止めをしている。

・土日の勤務で時間外となった場合に振替を求められる。健

康管理上は理解できるが、休みもとれないような実態であり、

選択できるようにしてほしい。

【課長】管理職員に求められる役割は、職員に寄り添いながら、

業務の削減や効率化に努め、それでも時間外が発生する場合

は、業務分担の見直しや人員配置の見直しに取り組むことで

あると認識する。

施設の改築改修、設備・備品の更新の課題
【組合員】
・水産試験場では、現場に求められる課題は日々新たに
なる一方で、施設設備は数十年も前で止まっておりニー
ズに応えきれない。早期の改築改修を求める。
・衛生科学センターについては、老朽化した機器の更新
が進んでいない。限界がきて使えなくなってからではセ
ンターの役割として済まされない問題である。
・近代美術館の再開館に向け、予算と人員体制をしっか
り確保してもらいたい。

インターネット環境と働き方改革の課題
【組合員】インターネット閲覧や外部記憶媒体への接続の
制限は働き方改革からも大きなネックになっている。閲
覧可能パソコンの増設と合わせて、システム面からも抜
本的な改善を図ってほしい。

会計年度任用職員制度、継続課題や予算措置
【組合員】７月の交渉で前向きな回答を頂いた。今後は継
続課題に対応して頂くとともに、予算措置についてもし
っかりと確保してほしい。不十分であれば、業務の質的
な低下等にもつながる課題である。

【課長】制度移行に伴い必要とする経費は、各所属が適切
に予算計上できるように、人事課においてとりまとめを
行っており、予算編成の中で適切に対応していく。

公用車や冬用タイヤの更新の課題
【組合】公用車については、安全面からの対策が重要。老
朽化した公用車に加え、冬用タイヤの更新も待ったなし
である。予算面から放置することは許されない。

職業能力開発関係職員協議会に名称変更
職業訓練指導員協

議会は８月１０日、
今年度の定期総会を
開催し、高等技術専
門校の米原・草津両
校舎から組合員１２
名が参加しました。
総会では、今年度

の運動方針を議論し
新役員を選出しました。また、会の名称を「職業訓練指導員
協議会」から「職業能力開発関係職員協議会」に変更するこ
ととしました。この間に非常勤職員の皆さんの組合加入もあ
り、職場全体の課題を前進させるための名称変更です。
新役員は次の皆さんです。

《今年度の職業能力開発協議会の役員》
会 長 東 弘靖さん（高等技術専門校米原校舎）
副 会 長 大川亮太郎さん（高等技術専門校草津校舎）
副 会 長 山脇 裕也さん（高等技術専門校米原校舎）
事務局長 北川 智久さん（高等技術専門校米原校舎）

土地改良技術職員協議会が総会
土地改良技術職員協

議会は７月１８日、今

年度の定期総会を開催

し、各職場から約３０

名の組合員が参加して、

今年度の運動方針を議

論し新役員を選出しま

した。また、「総会に伝

えたい私の気持ち」を

事前に組合員に答えてもらい、その結果をまとめて組合員の声

を共通認識することができました。今年度の新役員は次の皆さ

んです。

《今年度の土地改良協議会役員》
会 長 田中 多 さん（東近江・田園振興課）
副 会 長 大林 博幸さん（耕 地 課）
副 会 長 岩崎 昌之さん（湖 北・田園振興課）
副 会 長 西崎 誠 さん（湖 東・田園振興課）
事務局長 森川 学 さん（湖 北・田園振興課）

去る８月２日（金）に

ピアザ県民交流センター

にて「自治労県職ＯＢ・

ＯＧ会」の結成総会が開

催されました。この会は、

来年５月の自治労県職結

成３０年を前にして、退

職した元役員を中心に、

自治労県職のつながりを

復活させようと、数度の

準備会を経て正式に結成

の運びとなったものです。総会では冒頭、物故者に対する黙と

うを捧げたのち、規約や活動方針等を確認。その後、会長に国

枝さん、副会長に山村さん、事務局長に木戸さんなどの役員を

選出しました。

結成総会終了後には、ホテルピアザ琵琶湖で懇親会を開催。

 久しぶりに顔を合わせる参加者の皆さ

んは互いの近況報告なども交えながら、

大いに盛り上がり楽しく親睦をはかる

こととなりました。

自治労県職ＯＢ・ＯＧ会は、会員相

互の親睦交流を図るとともに、自治労

共済の継続利用、現退一致で可能な範

囲で自治労県職の運動を支援する取り

組み等を行うこととしています。今後、

改めて会員の参加を募っていく予定で

す。結成時の役員は次の皆さんです。

《結成時の役員（３役）》

会 長 国 枝 敏 孝さん（元委員長）

副 会 長 山 村 久兵衛さん（元委員長）

事務局 長 木 戸 進 次さん（元書記長）

事務局次長 檜 山 真 理さん（元副委員長）

 会長に選出された国枝さん 

 

 

｢自治労県職ＯＢ･ＯＧ会｣を結成


